
　　　　　　　主　　　文
一　本件訴えのうち、富山県に代位して、第一ないし第三、第五、第六工区の入札
について行われた共同不法行為に基づく損害賠償請求を求める訴えを却下する。
二　被告石川建設株式会社、被告共和土木株式会社、被告桜井建設株式会社、被告
株式会社杉沢組、被告寺林建設株式会社、被告株式会社飯作組及び被告廣川建設工
業株式会社は、富山県に対し、連帯して金四九四万円及びこれに対する平成九年九
月二一日（ただし、被告石川建設株式会社、被告桜井建設株式会社につき同月二三
日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三　被告ａは、富山県に対し、被告ｂ（後記四項）及び被告ｃ（後記五項）と連帯
して、金三三五万円及びこれに対する平成九年九月二三日から支払済みまで年五分
の割合による金員を支払え。
四　被告ｂは、富山県に対し、被告ａ（前記三項）と連帯して金一六七万五〇〇〇
円及びこれに対する平成九年九月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員
を支払え。
五　被告ｃは、富山県に対し、被告ａ（前記三項）と連帯して金一六七万五〇〇〇
円及びこれに対する平成九年九月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員
を支払え。
六　原告らのその余の請求を棄却する。
七　訴訟費用は、これを六分し、その五を原告らの負担とし、その余は被告石川建
設株式会社、被告共和土木株式会社、被告桜井建設株式会社、被告株式会社杉沢
組、被告ｂ、被告ｃ、被告ａ、被告寺林建設株式会社、被告株式会社飯作組及び被
告廣川建設工業株式会社の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第一　請求
　被告らは、富山県に対し、連帯して五五二〇万八五六〇円及びこれに対する平成
九年九月二一日（ただし、被告石川建設株式会社、同桜井建設株式会社、同ａにつ
き同月二三日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
　富山県（以下「県」という。）は、県営かんがい排水事業工事について、工区ご
とに区切ってそれぞれ指名競争入札を実施し、それぞれ落札した工事請負業者との
間で、落札価格に消費税を加算した金額を請負代金とする請負契約を締結し、右請
負代金を支払った。
　県の住民である原告らは、右各指名競争入札に参加した被告ら（ただし、被告ｂ
及び被告ｃは右入札に参加したのではなく、その被承継人である亡ｄが入札に参加
したものである。以下同じ。）が談合をして落札価格を
不当につり上げたことにより、県は、談合がなければ形成されたであろう各落札価
格と請負業者に支払われた各請負代金との差額相当分の損害を被っており、これは
被告らの県に対する共同不法行為によるものであるところ、県が、被告らに対し不
法行為に基づく損害賠償請求権を行使すべきであるのにこれを違法に怠っていると
して、地方自治法（以下「法」という。）二四二条の二第一項四号に基づき、県に
代位して、被告らに対し、損害賠償請求をしている事案である。
一　争いのない事実等
１　当事者
（一）　原告らは、いずれも県の住民である。
（二）　被告石川建設株式会社（以下「被告石川建設」という。）、被告共和土木
株式会社（以下「被告共和土木」という。）、被告桜井建設株式会社（以下「被告
桜井建設」という。）、被告株式会社杉沢組（以下「被告杉沢組」という。）、高
田建設こと亡ｄ、被告寺林組ことａ（以下「被告寺林組」という。）、被告寺林建
設株式会社（以下「被告寺林建設」という。）、被告株式会社飯作組（以下「被告
飯作組」という。）、被告廣川建設工業株式会社（以下「被告廣川建設」とい
う。）及び被告若栗土建工業株式会社（以下「被告若栗土建」という。）は、いず
れも土木工事請負業者であり、富山県入善建設業協会や富山県建設業協会入善支部
等に加盟している。
　高田建設こと亡ｄ（以下「高田建設」という。）は、本訴訟係属中に死亡し、そ
の相続人である被告ｂ（亡ｄの妻）及び被告ｃ（亡ｄの子）が、亡ｄの権利義務を
各二分の一ずつ承継するとともに、本訴訟を承継した（弁論の全趣旨）。
２　指名競争入札及び工事請負契約
（一）　県は、県営かんがい排水事業入善西部地区青木下流用水路布合川工事（以



下「本件公共工事」という。）の第一ないし第三、第五ないし第八工区の各工事に
ついて、次のとおり、指名競争入札を実施し、各落札業者との間で、各締結年月日
に、各請負代金額で、請負契約をそれぞれ締結した（以下、これらの工事を併せて
「本件各工事」といい、これらの請負契約を併せて「本件各請負契約」という。）
（甲六の一、乙ロ二、弁論の全趣旨）。
（１）　第一工区
入札参加者　　被告杉沢組、被告飯作組、被告廣川建設、高田建設、池原建設、道
又建設、飛島興産、泉建設、黒隆工業、高沢組
落　札　者　　被告杉沢組
締結年月日　　平成五年一〇月二六日
請負代金　　　二九四五万八〇〇〇円
（２）　第二工区
入
札参加者　　被告杉沢組、被告寺林建設、被告飯作組、被告廣川建設、真岩土建工
業、中山組、前田組、道又建設、竹田建設、飛島興産
落　札　者　　被告杉沢組
締結年月日　　平成六年八月三〇日
請負代金　　　四二一二万七〇〇〇円
（３）　第三工区
入札参加者　　被告石川建設、被告寺林組、高田建設、池原建設、ノザワ、森田建
設、泉建設、上島建設工業、福沢建設、若島建設
落　札　者　　高田建設
締結年月日　　平成六年八月三〇日
請負代金　　　二九一四万九〇〇〇円
（４）　第五工区
入札参加者　　被告石川建設、被告共和土木、被告桜井建設、被告杉沢組、被告寺
林組、被告寺林建設、被告飯作組、被告廣川建設、被告若栗土建、高田建設
落　札　者　　被告杉沢組
締結年月日　　平成七年九月二九日
請負代金　　　四七三八万円
（５）　第六工区
入札参加者　　被告石川建設、被告寺林組、被告寺林建設、被告飯作組、被告廣川
建設、高田建設、中山組、前田組、池原建設、真岩土建工業
落　札　者　　高田建設
締結年月日　　平成七年一一月二一日
請負代金　　　二五六四万七〇〇〇円
（６）　第七工区
入札参加者　　被告石川建設、被告共和土木、被告桜井建設、被告杉沢組、被告寺
林建設、被告飯作組、被告廣川建設、池原建設、内島組、夏野土木工業
落　札　者　　被告杉沢組
締結年月日　　平成八年九月二七日
請負代金　　　四五七三万二〇〇〇円
（７）　第八工区
入札参加者　　被告寺林組、高田建設、中山組、真岩土建工業、前田組、道又建
設、黒隆工業、竹田建設、ノザワ、飛島興産
落　札　者　　被告高田建設
締結年月日　　平成八年九月三〇日
請負代金　　　三一四一万五〇〇〇円
（二）　右各落札業者は、それぞれ請負工事を完成し、県は、各落札業者に対し、
それぞれ請負代金を支払った。
３　原告らの監査請求及び本件訴えの提起
　原告らは、平成九年六月三〇日、県監査委員に対し、知事に、被告ら談合参加各
社に対し損害賠償請求の措置を講ずべきことを勧告することを求める住民監査請求
をした（甲二の一、甲六の一。以下「本件監査請求」という。）。
　県監査委員は、同年八月五日、本件監査請求を却下し、そのころ、これを原告ら
に通知した（甲一）。
　右却下の理由は、第一ないし第三、第五、第六工区に関する部分については、そ
れぞれの工事請負契約締結時から一年以上経過しており、かつ、経過したことに正



当な理由もない（法二四二条二項）という
ものであり、第七、第八工区に関する部分については、監査請求の対象及びその違
法性が具体的に主張されておらず、具体的に事実と違法性を証する書面が添付され
ていないことを理由とするものであった。
　原告らは、同年九月三日、本件訴えを提起した。
二　原告らの主張
１　被告らの県に対する共同不法行為
（一）　被告らは、本件各工事の入札において、談合を行い、本件各請負契約の代
金額を不当につり上げたものであり、被告らの右談合行為は、県に対する共同不法
行為（民法七一九条）に当たる。
（二）　損害額について
（１）　談合により発注者が被る損害は、談合がなかった場合の落札価格と現実の
落札価格との差額であると解されるところ、本件各請負契約の代金額は、右各談合
がなければ、自由競争により、少なくとも二割は低くなっていたはずである。
　すなわち、本件で、刑事事件となった第五工区の入札については、被告杉沢組及
び高田建設は、仮に談合をやらずに全く自由競争で入札を行った場合、いわゆるた
たき合いになった場合には、業者間で「とめ札」と呼んでいる落札価格の最下限で
ある最低制限価格ぎりぎりで入札しようと考えており、最低制限価格については、
設計価格から二割引いた金額より少し少ないと考えていた。また、被告杉沢組及び
高田建設は、実際の落札価格である予想予定価格を、自らの経験や勘、コンピュー
ター及び発注者である魚津農地林務事務所の職員から感触として聞き出すなどして
本来の予定価格に相当近く算出することができ、最低制限価格はそれから二割引い
た金額と考えていた。そして、両名は地元で工事がしやすく経費を抑えることがで
きる本件各工事を、最低制限価格に近い金額で落札しても利益が出るので落札しよ
うと考えていた。したがって、談合が成立しなければ、自らが算出した予想予定価
格＝実際の落札価格から二割引いた金額で入札したはずであるから、自由競争がな
された場合の落札価格と談合による実際の落札価格との差額は、実際の落札価格の
二割となる。
　また、刑事事件とならなかった工区の入札については、本件各工事は、同一の用
水についての同種の工事であり、工区によって工事内容及び工事の技術的又は施工
上の難易が異なる事情はなく、工事を施工する用水の長さ以外に工事価格に影響を
与える事情はないから、刑事事件となった工区の場合と同様に、自由競争がなされ
た場合の落札価格と談合による実
際の落札価格との差額は、実際の落札価格の二割であると推認できる。
　以上より、県は、本件各請負契約の代金合計額の二割相当額である五〇一八万九
六〇〇円の損害を被ったものである（ただし、第八工区の請負代金額を三一四五万
五〇〇〇円として計算したもの）。
（２）　民事訴訟法二四八条の適用（予備的主張）
　刑事事件となった第五工区以外の工区にかかる損害額について、民事訴訟法二四
八条が適用されるべきである。
　すなわち、本件は、発覚した場合には犯罪として検挙され、かつ、指名停止等の
不利益処分が加えられるにもかかわらず、営利を目的とする事業者である被告らが
行った談合であるから、特段の事情がない限り、落札者には経済的利得が発生した
ものと解され、逆に、発注者である県に損害が発生したことは経験則上明らかであ
る。また、損害額の具体的な数額を算出するためには、事業者によって技術力、工
事の施工能力、能率、利益率等の詳細が異なるため、実際に落札して工事を請け負
った事業者において適正な見積をさせ、これをもとにして算出せざるを得ないが、
本件においてはこの事業者は被告とされ、算出結果に直接的な利害を有するから適
正な見積を行うことを期待することは不可能であるから、損害の性質上その額を立
証することが極めて困難である。
　さらに、一般的に、①推定内容と事実との合致の蓋然性が高いこと、②被害救済
の必要性があること及び③損害額を推定することが公平であることの各要件をみた
す場合には、同条の推定を働かせるべきであると考えられるところ、①について、
前記のとおり、本件各工事は全く同種の工事といえるから刑事事件とされた工区に
おける不正の利益率はその他の工区の利益率と合致する蓋然性が高く、②について
は、全国で談合事件が刑事事件として多数摘発されているのに、一向に談合がなく
ならないのは、巨額な不正の利益が事業者に確保されるからであり、この不正の利
益を保有させず、また、被害が県民の税金の損失であることから、被害救済（損害



回復）の必要性が強く、さらに、③について、被告らにおいては、不正の利益がな
かったことを刑事事件で主張することができたのにこれをせず、かえってこれを認
めていたのであるから、損害額を推定しても公平に欠くところはない。
（３）　弁護士費用
　県は、本件住民訴訟を通じて被告らから右損害の補填を受けた場合には、原告ら
訴訟代理人弁護士
らに対して報酬を支払う義務を負担しているところ（法二四二条の二第七項）、そ
の弁護士報酬の額は、右損害額の一割である五〇一万八九六〇円が相当であるか
ら、これも、賠償されるべき損害である。
（三）　以上より、県は、被告らに対し、民法七一九条に基づき、五五二〇万八五
六〇円の損害賠償請求権を有している。
　よって、原告らは、法二四二条の二第一項四号後段に基づき、県に代位して、被
告らに対し、連帯して、五五二〇万八五六〇円及びこれに対する不法行為の日の後
で本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を
求める。
２　監査請求の適法性について（被告らの本案前の申立て〈後記三〉に対する反
論）
（一）　監査請求の対象の特定及び「証する書面」（法二四二条一項）の添付につ
いて
　本件監査請求で、原告らは、第七、第八工区においても談合が行われたと主張し
ている。談合は即違法であるから、監査請求において要求される違法・不当の記載
としては十分である。また、監査委員会は、財務会計の専門スタッフを擁し調査能
力と権限を有するのに対し、一般に住民は地方公共団体の内部の行為や業者の行動
について調査能力を有しないことを考えると、監査請求をなすに当たり住民に困難
を強いることのないよう、その要件は監査委員が調査をなすに足りる程度のもので
あれば十分である。
　また、事実を「証する書面」についても、監査請求書に添付された新聞記事に
は、「公判の中で検察側は『県建設業協会入善支部では、談合が繰り返し行われて
いた』と主張。被告・弁護側も、談合は『二〇年以上行われて半ば慣行化してい
た』と情状酌量を求める」、「杉沢組が第一、二、三、五、七工区、すでに競売入
札妨害罪（不正談合）で罰金五〇万円の略式命令を受けている同町内のＡ業者が、
第三、六、八工区を落札した。」との記載があり、住民監査請求補正書に添付され
た競売入札妨害被告事件の冒頭陳述要旨には、右同旨の記載の他、被告人が「今後
発注される布合川工事についても、杉沢組と高田建設で仲良く分け合って受注して
いきたいと考えていた」旨の記載がある。これらの記載を合理的に総合すれば、談
合の事実について十分な証明力を有する。
（二）　監査請求期間（法二四二条二項）について
（１）　本件監査請求は、前記１の県の被告らに対する損害賠償請求権の不行使を
「財産の管理を怠る事実」（法二四二条一項
）とする監査請求であるから、監査請求期間を制限する同条二項の適用はない。そ
の理由は次のとおりである。
　法二四二条一項及び二四二条の二は、地方公共団体の長や職員の非違行為を中心
にした職務違反行為を是正する権能を住民に付与したものである。したがって、こ
の是正請求権が成立するためには、長や職員の自治体に対する違法な行為によって
損害が生じているという事実が必要となる。例えば、長や職員が欺罔されて自治体
に損害が生じたような場合には（長や職員に、騙されたことにつき落ち度がなけれ
ば職務違反行為ではない。）、自治体にその欺罔者に対する損害賠償請求権が発生
しても、詐欺行為によって損害が発生しただけでは、直ちには、住民の是正請求権
は発生しない。このような場合は、長や職員がその損害の発生を知って、なお適正
な管理をなさず、その損害を放置したとき、すなわち、「怠る事実」といわれる状
態が生じたときにはじめて、住民の是正請求権が生じるのである。
　そして、法二四二条一項の違法な財務会計行為の「違法」は、長や職員の自治体
に対する義務違反、すなわち「内部関係における違法」であり、これは、自治体と
請負業者との間の請負契約が不法行為として違法性を有するという「外部関係にお
ける違法」とは異なる。
　本件において、原告らは、被告らの談合行為から、県の被告杉沢組ないし高田建
設への請負代金の支払までの全体を、不法行為として構成しており、その意味で
は、「違法」の主張をしている。しかし、県と被告杉沢組、高田建設との間で締結



された本件各請負契約に対する評価と、「違法な財務会計行為」という場合の「違
法」の評価とは、場面・性質を異にし、同一のものではない。なお、原告らは、被
告らの談合による入札後の本件各請負契約の締結は、損害発生の因果の流れにすぎ
ず、それ自体は不法行為ではないと主張するものである。
　本件では、県の本件各請負契約の締結及び請負代金の支払が財務会計行為である
としても、長や職員に、県に対する義務違反はないのであるから、それらは法二四
二条一項にいう「違法」な「当該行為」には当たらない。本件監査請求は、「当該
行為」についての監査請求ではなく、「怠る事実」についての監査請求であるか
ら、「当該行為」についての監査請求期間を定めた同条二項の適用はない。
　また、被告らは、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体上の
請求権の不行使を怠る事実とする監査請求については、当該行為の日又は終わった
日を基準として法二四二条二項の適用がある旨主張するが、本件各請負契約の相手
方となっていない被告らについては、「当該行為」が観念できないのであるから、
当該行為に基づく実体上の請求権も成り立ち得ない。したがって、本件各請負契約
の相手方となっていない被告らとの関係では、監査請求の対象は「真正怠る事実」
であると解さざるを得ない。
（２）　また、仮に、法二四二条二項が適用されるとしても、原告らを含む富山県
民は、第五工区にかかる被告杉沢組の当時の代表者に対する競売入札妨害被告事件
の判決確定後、刑事確定記録の閲覧をすることによって初めて、被告杉沢組及び高
田建設以外の被告らを特定できる程度に知ることができたのであり、本件監査請求
は、右判決確定後一か月以内になされているから、監査請求期間徒過について「正
当な理由」（同項ただし書）がある。
三　被告らの本案前の申立て
１　本件監査請求の不適法
（一）　監査請求の対象の不特定及び「証する書面」の不添付について
（１）　被告寺林組及び被告寺林建設の主張
　本件監査請求のうち、第五工区に関する部分以外は、請求の対象となる財務会計
上の行為が具体的に摘示されていないから、適法な監査請求を経ているとはいえ
ず、したがって、右に係る本件訴えは却下されるべきである。
　すなわち、住民監査請求においては、対象とする当該行為等を監査委員が行うべ
き監査の端緒を与える程度に特定すれば足りるというものではなく、当該行為等を
他の事項から区別して特定認識できるように個別的具体的に摘示することを要し、
また当該行為等の性質目的等に照らし、これらを一体とみてその違法又は不当性を
判断するのを相当とする場合を除き、各行為等を他の行為等と区別して特定認識で
きるように個別的具体的に摘示することを要するものである（最判平成二年六月五
日民集四四巻四号七一九頁参照）。
　しかるに、本件監査請求では、第一ないし第三、第六ないし第八工区に関する部
分については単に「上記かんがい排水事業入善西部地区青木下流用水路布合川工事
のうち、第四区を除く第一から第八の工区工事については上記各社により談合が行
われ、これにより、上記各社は前記３（注、第五工区における談合）と同様の関係
で県に対し、少なくとも工事金額の二割に相当する損害を与えている」と摘示す
るだけであり、何ら個別的具体的に摘示されておらず、また、添付された事実を証
する書面を総合しても同様に個別的具体的な摘示がなされておらず、適法な監査手
続を経由していないことは明らかである。
　また、住民監査請求には、監査請求の対象となる行為を「証する書面」を添付し
なければならないところ、本件監査請求では、監査を求める行為等に該当すべき事
実を具体的に指摘した書面は何ら添付されておらず、適法な監査請求を経由してい
ないものである。
（２）　被告若栗土建の主張
　被告寺林組及び被告寺林建設の主張（前記（１））と同旨。
（３）　被告飯作組の主張
　本件監査請求のうち第七、第八工区にかかる部分つき、被告寺林組及び被告寺林
建設の主張（前記（１））と同旨。
（二）　監査請求期間の徒過
（１）　本件訴えのうち、第一ないし第三、第五、第六工区に関する部分は、その
前提となる監査請求が法二四二条二項の監査請求期間を徒過しており、適法な監査
請求とはいえないから、右に係る訴えは却下されなければならない。
　普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法、無効で



あることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る
事実とする住民監査請求については、右財務会計上の行為のあった日又は終わった
日を基準として法二四二条二項の規定を適用すべきである（最判昭和六二年二月二
〇日民集四一巻一号一二二頁参照）。
　本件監査請求は、談合の結果締結された本件各請負契約が違法であることに基づ
き発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものであり、このよう
な監査請求については、右のとおり、法二四二条二項により、違法な財務会計行為
である本件各請負契約締結時から一年以内に監査請求をしなければならないにもか
かわらず、第一ないし第三、第五、第六工区に関する監査請求は、各請負契約の締
結から一年以上経過してなされたものである。
（２）　また、本件では、法二四二条二項ただし書にいう「正当な理由」も認めら
れない。
　右「正当な理由」の有無は、住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的
にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができた
と解されるときから相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきで
ある。
　本件では、平成九年一月八日の北日本新聞の朝刊で、第五工区の工事について業
者
間で談合をした疑いがあり、県警と魚津署が任意で事情聴取をしたとの報道がなさ
れ、さらに、同年三月七日の新聞報道によると、同月六日に、第五工区についての
刑事被告事件の初公判が開かれ、検察側が恒常的に談合を繰り返していたと主張
し、被告人が罪状認否で起訴事実を全面的に認めたこと、高田建設及び県魚津農地
林務事務所耕地課長が競売入札妨害罪で罰金五〇万円の略式命令を受けているこ
と、他工区の談合も指摘されたことなど詳細な報道がなされている。
　右事実によれば、原告らは、相当の注意をもって調査すれば、遅くとも平成九年
三月七日の時点では、談合に基づき本件各請負契約が締結されたことを知ることが
できたというべきであり、右時点から三か月以上経過した同年六月三〇日になされ
た本件監査請求（第一ないし第三、第五、第六工区に関する部分）は、監査請求期
間徒過について「正当な理由」は認められない。
２　被告適格を欠く者に対する訴え（被告飯作組）
　本件は、違法な請負契約の締結という「当該行為」が存する場合であり、この場
合、法二四二条の二第一項四号の「相手方」とは、「当該行為」の相手方、すなわ
ち、請負契約の相手方をいうと解すべきである。
　被告飯作組は、本件各請負契約の相手方ではなく、同法二四二条の二第一項四号
の「相手方」に該当しないから、本件訴えにつき被告適格を有しない。
　したがって、被告飯作組に対する訴えは却下されるべきである。
四　被告らの本案についての主張（損害額について）
１　被告飯作組
　落札価格が予定価格と最低制限価格の範囲内である限り、公共事業の発注者には
損害が発生する余地がないと解すべきである。
　原告らは、談合がなかったならば最低制限価格で落札されるであろうとの前提に
立っているものと考えられるが、談合がなかった場合に最低制限価格で落札される
かどうかは不明である。
　本件において、損害の発生及び金額を主張立証するには、当該請負工事の具体的
かつ詳細な設計内容、県が設計価格を積算した具体的かつ詳細な内容、及び当該請
負工事を施工するための（業者の適正な利益も含めた）客観的に妥当で正確な工事
請負代金額が主張立証されなければならない。
２　被告石川建設、被告共和土木、被告桜井建設、被告杉沢組、被告ｂ、被告ｃ、
被告寺林組、被告寺林建設、被告廣川建設及び被告若栗土建
　談合がなければ最低制限価格で落札されたとする原告らの主
張は失当である。
　入札に参加する業者は、予定価格の上限で落札できると判断すれば上限で入札す
るし、上限とはいえないまでも、上限から下限の範囲内において、できるだけ利益
を確保する価格で入札することになるのである。しかも、平成七年当時は、最低制
限価格を下回ると失格になってしまったのだから、最低制限価格を予想してぎりぎ
りに入札するのはリスクも大きく、常に予想した最低制限価格で入札することは現
実的ではなく、実際にもあり得ないことである。
五　争点



１　原告らの監査請求が適法であるか否か
（一）　監査請求の対象の特定の有無、「証する書面」添付の有無
（二）　第一ないし第三、第五、第六工区に関する監査請求の監査請求期間遵守の
有無（法二四二条二項適用の有無、同項ただし書の「正当な理由」の有無）
２　被告適格の有無
３　被告らの県に対する共同不法行為の成否及び損害額
第三　争点に対する判断
一　監査請求の対象の特定の有無及び「証する書面」添付の有無について（争点１
（一））
１　監査請求は、個々の住民が、財務会計上の行為又は怠る事実（以下、併せて
「財務会計上の行為等」という。）の違法又は不当を指摘して、自治体が自主的に
その是正措置をとるべきことを要求する制度であり、適切な是正措置がとられなか
った場合に提起することのできる住民訴訟（法二四二条の二）の前提となるもので
あるから、監査請求をなすに当たっては、監査の対象となる財務会計上の行為等
を、他の事項と区別して、特定して認識できる程度に具体的に摘示することを要す
ると解すべきである。右の特定をどの程度要求するかは、個々の事案に照らして判
断せざるを得ないが、一般に、特定の程度をあまりに厳格に要求すると、監査請求
の趣旨を没却することになり妥当でない。そして、自治体の財務会計上の行為等に
ついての情報・資料は、住民よりも自治体において豊富に有していることに照らせ
ば、監査請求の内容をもとに、監査委員において調査すれば、問題とされる財務会
計上の行為等を容易に特定・具体化できるような場合には、これを適法な監査請求
として扱うべきと解するのが相当である（ただし、監査及び勧告は、監査請求があ
った日から六〇日以内に行わなければならないと定められており〈法二四二条四
項〉、監査に迅速性が要求されていることからすれば、対象の特定のための調査
は、極めて容易なものに限られるべきである。）。
２
　これを本件について検討するに、本件監査請求は、第五工区の入札については、
入札参加者全員の業者名を挙げて、右参加者らが被告杉沢組に落札させるよう談合
したこと、右談合につき被告杉沢組の代表者とその余の談合参加者の一部が競売入
札妨害罪で有罪となっていること及び談合により県が請負代金の二割に相当する損
害を被っていること等を指摘し、入善建設業協会においては二〇年以上前から談合
が行われてきたことも指摘し、その他の工区についても第五工区と同様の談合が行
われたことを指摘し、更に、第一ないし第八工区の契約年月日、契約金額及び契約
の相手方を特定している（甲二の一、甲六の一）。そして、事実を「証する書面」
として、第五工区に係る刑事事件について報道した新聞記事三通、右刑事事件の冒
頭陳述要旨及び談合がなされると一般に二割高額に落札される旨指摘した新聞の社
説を提出している（甲二の二の一ないし三、甲三、六の二）。
　本件監査請求は、談合参加者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を
怠っている事実を監査対象とするものであり、行使を怠っているとされる損害賠償
請求権が、他の債権と区別できる程度に特定されていることが必要であると解され
る。この点、監査請求の内容（添付資料を含む。）からは、第五工区以外の工区に
関する談合については、不法行為に基づく損害賠償債務を負う者、すなわち、不法
行為者が明らかではない。しかしながら、談合がなされたとする入札は特定されて
いるのであるから、監査委員において、当該入札に参加した業者を調査して特定す
ることは極めて容易であり、また、本件監査請求は、第五工区について入札参加者
全員が談合したとし、他の工区においても同様であるとしているのであるから、各
入札において、入札参加者全員が談合に参加した旨指摘しているものと解され、し
たがって、不法行為者は、各入札参加者全員であると特定することができる（談合
がなされたという指摘があれば、それ以上に、各談合参加者が具体的にいかなる行
為をしたかまでの特定は不要であるというべきである。）。また、各損害額につい
ても、それぞれの請負代金額の二割に相当する額であるとし、各請負代金額も特定
して指摘している（談合があれば、請負代金額は上昇し、発注者が損害を被るもの
と考えるのが一般であることからすれば、監査請求においては、この程度の損害額
の特定で足りるという
べきである。）。
　また、怠る事実について、それが違法であることが必要であるが、県が損害賠償
請求権を有している場合には、これを行使すべきと解されるから（法二四〇条二項
参照）、県が右請求権を行使していない状態のもとで、本件監査請求において、損



害賠償請求権の存在を指摘することは、県の右損害賠償請求権の不行使の違法をも
指摘しているものというべきである。監査請求の際に、県の不行使の違法を基礎づ
ける事情（損害賠償請求権についての県の認識の有無や権利行使についての裁量的
判断等）についてまで特定して指摘することを要求するのは、住民に困難を強いる
ものであり、妥当でない。
　以上からすれば、本件監査請求は、監査の対象が特定されているというべきであ
る。
３　また、本件監査請求には「証する書面」の添付がない旨主張されているが、
「証する書面」の添付が求められているのは、単なる主観や憶測だけで監査を求め
ることの弊害を防止することにあると解されるところ、本件監査請求においては、
前記のような新聞記事及び刑事事件の冒頭陳述要旨が添付されており、これらの資
料にはある程度の客観性があるというべきであるから、本件監査請求には「証する
書面」が添付されているといえる。
二　第一ないし第三、第五、第六工区に関する監査請求の監査請求期間遵守の有無
について（争点１（二））
１　本件監査請求に法二四二条二項が適用されるか否かについて
（一）　監査請求は、個々の住民が、財務会計上の行為等の違法又は不当を指摘し
て、自治体が自主的にその是正措置をとるべきことを要求する制度であり、監査請
求を受けた監査委員が、違法又は不当な財務会計上の行為等があると認めたときに
自治体に勧告すべき是正措置は、請求人の掲げた是正措置に限定されず、右違法又
は不当な財務会計上の行為等の是正に必要なあらゆる措置が含まれる。
　そして、通常、違法又は不当な財務会計上の行為（「当該行為」）の是正措置と
なるべき実体法上の請求権の不行使をもって「財産の管理を怠る事実」とする監査
請求についてとられるべき是正措置は、右違法又は不当な「当該行為」そのものの
監査請求においてとられるべき是正措置と実質上重なり合う（一般に、前者が後者
に含まれる）関係にあるといえる。
　そうすると、「当該行為」の是正を求める監査請求の機会は、法二四二条二項に
より、当該行為のあった日又は終わった日から一年
の経過により失われるものとされているのであるから、当該行為の是正措置となる
べき実体法上の請求権の不行使をもって「財産の管理を怠る事実」とする監査請求
の機会についても、特段の事情のない限り、「当該行為」のあった日又は終わった
日から一年の経過により失われるものと解するのが相当である。このように解さな
いと、法が、「当該行為」の是正を請求できる期間を制限しているにもかかわら
ず、監査請求の対象を「当該行為」の是正措置となるべき実体法上の請求権の不行
使という「怠る事実」として構成することにより、監査請求期間の制限を受けずに
当該行為の是正を請求しうることとなるが、これでは、法が監査請求に期間制限を
設けた趣旨が没却されてしまい、妥当でない。
（二）　この点、原告らは、住民監査請求（法二四二条）及び住民訴訟（法二四二
条の二）における財務会計上の行為の「違法」とは、財務会計上の行為の主体たる
地方公共団体の長や職員の地方公共団体に対する義務違反（内部関係における違
法）をいい、住民監査請求や住民訴訟が成立するためには、長や職員の自治体に対
する違法な行為によって損害が生じているという事実が必要となり、例えば、長や
職員が欺罔されて自治体に損害が生じたような場合には、欺罔されたことにつき落
ち度がなければ義務違反行為ではないから、住民監査請求の要件はみたさず、この
ような場合には、長や職員がその損害の発生を知って、なお適正な管理をなさず、
その損害を放置した、すなわち、「怠る事実」といわれる状態が生じたときにはじ
めて、住民監査請求の要件をみたすのであると主張する。そして、本件各請負契約
の締結が財務会計上の行為であるとしても、本件では、長や職員の県に対する義務
違反行為はないから、本件各請負契約の締結は、違法な財務会計上の行為にはあた
らず、したがって、法二四二条二項の監査請求期間の制限は適用されないと主張す
る。
　しかしながら、住民監査請求や住民訴訟は、地方財務行政の適正な運営を確保
し、もって住民全体の利益を擁護するための制度であることからすれば、財務会計
上の行為等の「違法」（法二四二条一項、二四二条の二第一項）又は「不当」（法
二四二条一項）とは、財務会計上の行為が服すべき規範（地方公共団体の財政の健
全性を図る目的で設けられた種々の法律・条例・規則等の規定及びこれと同視しう
る条理、以下「財務会計規範」という。
）に違反し又はそれに照らして不相当とされる場合を指すというべきである。原告



らのいうところの義務違反とは、その挙げる例示からみると、行為の結果を特定人
に帰責するための根拠としての故意や過失を指しているようであるが、これは、監
査においてとられるべき是正措置の一つである民法上の損害賠償請求権発生の要件
と、監査請求の要件（監査の対象である財務会計上の行為等の属性）とを混同する
ものといわざるを得ない。
　これを実質的にみても、例えば、契約の相手方が職員に詐欺を行って、明らかに
不当に高額な出捐を伴う契約を締結させようとしている場合を想定すると、原告ら
の主張によれば、このような場合でも、右職員の契約締結行為を差し止めることは
できないことになるが、これは、前記の住民監査請求及び住民訴訟の趣旨に照ら
し、明らかに不当である（原告らの主張によれば、契約が締結され、自治体から相
手方に支払がなされた後に、相手方に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行
使を怠る事実を監査請求の対象とすることになろうが、余りに迂遠であり、後に相
手方が無資力になる場合も考えられるなど、事後的な救済に必ずしも実効性がある
とは限らない。）。
（三）　また、原告らは、県と被告杉沢組、高田建設との間の本件各請負契約に対
する評価と、違法な財務会計上の行為という場合の違法の評価とは、場面・性質を
異にするものであって、原告らは、本件監査請求及び本件訴訟において県の財務会
計上の行為である本件各請負契約の違法は主張していないのであるから、本件監査
請求は、「当該行為」ではなく「怠る事実」についての監査請求であり、期間制限
（法二四二条二項）の適用はないと主張する。
　前述のとおり、財務会計上の行為の「違法」とは、財務会計規範に違反する場合
を指すから、一般私法上の不法行為法における違法評価等とはいちおう別個のもの
というべきであり（財務会計上の行為が法律行為により行われた場合における、法
律行為の無効事由や意思表示の瑕疵・欠缺も、財務会計規範違反とは別個のもので
ある。）、この意味においては、原告らの主張するように、本件各請負契約に対す
る評価と、違法な財務会計上の行為という場合の違法の評価とは、場面・性質を異
にする。
　しかし、本件各請負契約という財務会計上の行為についての違法は主張していな
いという原告らの主張は採用できない。なぜなら、本件で、原告ら
は、監査請求の段階から、被告らが談合によって不当に代金額をつり上げた行為が
共同不法行為であると主張しているところ、そこにあらわれる不法行為の要件であ
る権利侵害は、県の財産権に対する侵害、すなわち、県が、被告らにより不当につ
り上げられた代金額で本件各請負契約を締結させられ、右不当な代金の支払をさせ
られたというものであり、この権利侵害の主張の中に、財務会計上の行為（本件各
請負契約の締結）が、地方公共団体の経費は目的達成のために必要かつ最小限度で
なければならない旨を定める地方財政法四条一項、法二条一三項等の財務会計規範
に違反している事実があらわれている以上、原告らは、財務会計上の行為の違法を
主張しているものというべきだからである（そもそも「違法」とは評価なのである
から、その評価を基礎づける事実が主張されているにもかかわらず、監査委員ない
し裁判所が、これを違法と評価することができないというのは相当でない。）。
　なお、原告らは、談合による入札後の本件各請負契約は、損害発生の因果の流れ
にすぎず、本件各請負契約の違法は主張していないとするが、右主張は、前記のと
おり、「違法」の概念を誤るものであると同時に（なお、「契約が違法である」と
いう点に関しては、契約が行政上の取締法規等に違反するような場合はともかくと
して、契約それ自体が、私法上「違法である」と評価されることはないと考えられ
る。）、不法行為に基づく損害賠償請求権発生の要件である、「権利侵害行為」と
「損害の発生」とを混同するものであり、採用できない。談合は、入札において、
落札者や落札価格、各入札者の入札価格等について入札参加者が協定をする行為で
あるが、これは、落札者と入札を実施する自治体との間で請負等の契約が締結され
ることを当然の前提としてなされるものであるから、談合（協定）行為を自治体の
契約締結行為と全く切り離して考えることは、談合行為の不法行為としての違法性
（権利侵害）も失わせることになるといわざるを得ない。
（四）　また、原告らは、本件請負契約の相手方となっていない被告らに対する関
係では「当該行為」が観念できないから、右被告らに対する損害賠償請求権の不行
使は「真正怠る事実」であり、監査請求期間の制限（法二四二条二項）が適用され
ない旨主張する。
　しかし、前記のとおり、「当該行為」の是正措置となるべき実体法上の請求権の
不行使を「



怠る事実」とする監査請求が監査請求期間の制限を受けるのは、右監査請求におい
てとられるべき是正措置と「当該行為」そのものの監査請求においてとられる是正
措置が、通常の場合実質上重なり合う関係にあると考えられるからであるところ、
「当該行為」の監査請求において監査委員がとりうる是正措置には、「当該行為」
の直接の相手方でない者に対する損害賠償請求も含まれるのであるから、「当該行
為」の相手方でない者に対する損害賠償請求権の不行使を監査対象とする場合にお
いても、監査請求期間の制限が及ぶと解すべきである。
（五）　以上より、本件監査請求については、法二四二条二項が適用される。
　そうすると、本件では、工区ごとに請負契約が締結されており、それぞれが独立
した財務会計上の行為として、監査請求の対象となるべきところ、第一ないし第
三、第五、第六工区についての各請負契約は、本件監査請求より一年以上前に締結
されたものであるから、法二四二条二項本文の監査請求期間を徒過していることに
なる。
２　法二四二条二項ただし書の「正当な理由」の有無について
（一）　前記のとおり、本件監査請求のうち、第一ないし第三、第五、第六工区に
ついての各請負契約に関する部分については、監査請求期間を徒過していることに
なるから、次に、右監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」（法二四
二条二項ただし書）があるか否かを検討する。
（二）　法二四二条二項本文が、「当該行為のあった日又は終わった日から一年」
という監査請求期間を設けているのは、財務会計上の行為（当該行為）はなるべく
早期に安定させるべきという趣旨に基づくものと考えられるが、このような短期の
期間制限の起算点を「当該行為のあった日又は終わった日」としているのは、自治
体の行為は、秘密裡に行われるものではなく住民に公表されているべきものであっ
て、財務会計上の行為（当該行為）も、通常、議会における予算・決算審議や自治
体公報への掲載等によって、直ちに住民が知りうるものであり、財務会計上の行為
（当該行為）の存在とその内容を知り得れば、その違法又は不当を疑うことがで
き、監査請求をなし得るということを前提にしているものと考えられる。そして、
同項ただし書では、「正当な理由があるとき」は、右期間を徒過していても監査請
求ができる旨規定しており、これは、本文に定められた期間制限を機械的に適用す
ると
住民監査請求を封じるに等しいような場合を救済する趣旨であると考えられる。
　したがって、同項ただし書の「正当な理由」は、財務会計上の行為（当該行為）
の法的安定性と住民監査請求の機会の確保との調和の観点から解釈すべきであり、
天災地変等があったため監査請求期間を徒過してしまったような場合がこれにあた
るのは当然のこととして、そのような場合に限らず、住民が、当該行為がなされた
時点又はそれに近接する時点においては、当該行為の存在やその違法又は不当を疑
わせる事実をおよそ知り得ないような状況であった場合には、住民が相当の注意力
をもって調査したときに当該行為の存在とその違法又は不当を疑わせる事実を知る
ことができたといえる時点から、監査請求の準備に必要な相当の期間内に、監査請
求をしていれば、「正当な理由」があるというべきである。
（三）　本件では、第一ないし第三、第五、第六工区についての各請負契約の締結
は公然となされており、住民は、各請負契約自体は容易に知ることができたと考え
られる。
　そして、本件で原告らの主張する（原告らが財務会計上の行為の違法を主張して
いないという主張が採り得ないことは前述のとおり。）財務会計上の行為の違法事
由は、被告らの談合の結果、請負代金額が不適正な価格となっていることであるか
ら、本件において、当該行為が違法であると疑わせる事実は、各請負契約締結に先
だって行われた各談合の事実であるというべきであり、本件で、住民が、各請負契
約締結時又はこれに近接する時点において、談合の事実を知り得なかったことは明
らかである。
　なお、この点、請負代金額が不適正であることは、請負工事の内容と代金額を見
れば判別できるともいい得るし、逆に、談合の事実を知り得ても、理論的には、談
合即不適正な代金額ということにはならないのであるから、談合の事実を知り得て
も、財務会計上の行為の違法事由を知り得たとはいえないとも考え得る。しかし、
一般住民にとっては、請負契約の内容自体から、その代金額が適正か否かを判別す
ることができない場合が多いと考えられること、及び、談合の結果締結された請負
契約については、自由競争が行われた場合に比して高額の代金額となる疑いがある
と考えるのが自然であることからすれば、本件のように、談合の結果不適正な代金



額となったことを違法事由とする場合においては、談合の事実を知り得たときに、
請負
契約の代金額が不適正であることを知り得たものといってよいと考えられる。
（四）　そこで、本件において、住民が相当の注意力をもって調査したときに、各
請負契約に先だって談合が行われた事実を知ることができた時期がいつであるかを
検討する。
（１）　証拠（甲二の一、甲二の二の一ないし三、甲六の一・二、甲二三、二四、
乙ハ一ないし三、乙ニ一、二、四）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認めら
れる。
①　平成九年一月八日の北日本新聞の朝刊に、「一昨年、県魚津農地林務事務所が
発注した入善町内の農業用排水のかんがい事業工事の入札をめぐり、業者間で談合
した疑いがあり、県警と魚津署は七日までに業者数人から任意で事情を聴取した。
同農地林務事務所から関係書類などを押収した。関係者によると、同事業は、用排
水路の敷設改良工事区間を数カ所に区切って行われており、工事区間一カ所の事業
費は約四千数百万円という。一カ所が一キロ未満で、関係者業者は三十社ほどとみ
られる。魚津署などでは、業者が入札に絡んで談合し、工事区間を一カ所ずつまわ
したのか、工事区間一カ所で談合したのかなど、競売入札妨害の疑いで詳しく調べ
ている。」との記事が掲載された。
②　同年三月七日の北日本新聞の朝刊で、入善町の農業用水かんがい排水事業をめ
ぐる談合について、被告杉沢組の当時の代表者の競売入札妨害被告事件の初公判が
同月六日に行われ、右事件の被告人が起訴事実を認めたこと、及び、検察官の冒頭
陳述において、右被告人と、すでに競売入札妨害罪で罰金五〇万円の略式命令済み
であった高田建設ほか四社が、第五工区の指名競争入札について、被告杉沢組に落
札させることを申し合わせたことや、富山県入善建設業協会が用排水工事で以前か
ら談合を繰り返していたことが指摘され、更に、落札価格は四六〇〇万円であった
が、自由競争で行った場合の第五工区の入札価格は三八五〇万円から四〇一〇万円
に収まると予想されると指摘されたこと等が報道された。
　また、同日の朝日新聞朝刊では、右と同旨の報道の他、被告杉沢組が第一、第
二、第五及び第七工区を落札し、すでに競売入札妨害罪で罰金の略式命令を受けて
いる「Ａ業者」が第三、第六及び第八工区を落札したことが報道された。
③　同年五月一七日ころの新聞では、同月一六日に、被告杉沢組の当時の代表者に
対する競売入札妨害被告事件について、有罪判決が言い渡されたこと、同年四月中
旬ころに「市民オンブズ富山」がその定例会において、知事が談合に加わった業者
に損害賠償を請求するよう求める監査請求をすることを申し合わせたこと、右刑事
判決確定後二週間以内に知事が損害賠償請求手続をしなかった場合に住民監査請求
をすること、同年三月二五日に県が「市民オンブズ富山」に対し「落札価格は入札
予定価格の範囲内の適切な価格で損害はない」と回答したのに対し、「市民オンブ
ズ富山」が「予定価格内でも談合で価格が引き上げられたはず」と反発していたこ
とが報道された。
④　原告らは、右刑事判決確定後に、右刑事事件確定記録のうち、冒頭陳述要旨、
論告要旨及び判決の閲覧を行った。
⑤　原告らは、平成九年六月三〇日、本件監査請求をし、その際、前記②の朝日新
聞記事及び前記③の新聞記事等を、事実を証明する書面として添付した。
　原告らは、同年七月二二日、本件監査請求について補正書を提出し、その際、他
の工区においても第五工区と同様の談合が行われたことを証する書面として、前記
刑事事件における冒頭陳述要旨を添付した。
（２）　以上の事実をもとに判断するに、住民は、平成九年一月八日の新聞報道を
端緒に、相当の注意力をもって調査すれば、直ちに、少なくとも各工区の落札業者
を知ることができ、被告杉沢組と高田建設がほぼ半分ずつ落札していることが判明
すること等から、本件公共工事の各工区の入札において談合が行われたのではない
かとの疑いをもち得たといえるし、同年三月七日の新聞報道によれば、刑事公判に
おいて、被告杉沢組の当時の代表者が、起訴事実である第五工区に関する談合の事
実を認め、更に、冒頭陳述において、富山県入善建設業協会加入業者が以前から談
合を繰り返していたことが指摘され、被告杉沢組が第一、第二、第五及び第七工区
を落札し、高田建設が第三、第六及び第八工区を落札したことが報道されているこ
と、同月二五日になされた県の「市民オンブズ富山」に対する回答（前記③）は、
「市民オンブズ富山」が県に対し、本件公共工事の入札について談合が行われた旨
を指摘したことに対するものと考えられることからすれば、住民は、遅くとも同年



三月中旬ころには、本件公共工事のうち第一ないし第三、第五ないし第八工区の入
札において、入札参加業者により談合が行われた事実を知り得たものというべきで
ある。
（３）　この点、原告らは、原告らを含む富山県民は、第五
工区にかかる被告杉沢組の当時の代表者に対する競売入札妨害被告事件の判決確定
後、刑事確定記録の閲覧をすることによって初めて、被告杉沢組及び高田建設以外
の被告らを特定できる程度に知ることができたのであり、本件監査請求は、右判決
確定後一か月以内になされているから、監査請求期間徒過について「正当な理由」
（同項ただし書）があると主張する。
　しかし、前記（一）のとおり、監査請求の対象は、監査委員が監査の対象として
他の財務会計上の行為等と区別して認識できる程度に特定されていれば足り、どの
入札において談合が行われたかを特定できれば、その入札に参加した業者は容易に
明らかになり特定されるものといえるから、必ずしも監査請求の際に入札参加者名
を特定できなくても、監査委員において、監査の対象を認識できると考えられる。
逆に、本件のような場合に、入札参加者名をすべて特定しなければ監査請求ができ
ないとするのは、監査請求の途を不当に閉ざすことになり、妥当でない（現に、本
件監査請求においては、第五工区以外の工区の入札についての談合参加者は指摘さ
れていないが、監査対象の特定に欠けるものでないことは前記一のとおりであ
る。）。
（五）　次に、談合が行われた事実を知り得た時点から、監査請求の準備に必要な
相当の期間内に、本件監査請求（第一ないし第三、第五、第六工区に関する部分）
がなされているかどうかを検討するに、本件監査請求がなされたのは、右知り得た
時点から約三か月半後であるところ、本件監査請求の内容及び添付資料からすれ
ば、本件監査請求の準備のために三か月半もの期間が必要であるとはいえない。
　したがって、本件監査請求（第一ないし第三、第五、第六工区に関する部分）
は、その準備に必要な相当の期間内になされたものとはいえない。
（六）　以上によれば、本件監査請求（第一ないし第三、第五、第六工区に関する
部分）が監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」があるということは
できない。
３　したがって、本件監査請求のうち、第一ないし第三、第五、第六工区に関する
部分は、監査請求期間を徒過した不適法なものというべきである。
三　被告適格について（争点２）
　被告飯作組は、本件のように「当該行為」が存する場合には、法二四二条の二第
一項四号の請求の「相手方」とは、「当該行為」の相手方、すなわち、請負契約の
相手方をいうと解すべきであるから
、請負契約の相手方でない被告飯作組は被告適格を有しないと主張する。
　しかしながら、同号の「怠る事実に係る相手方」につき、被告飯作組が主張する
ように限定して解釈すべき合理的理由はなく、原告らにより、県に対する共同不法
行為者として損害賠償責任を負うと主張されている被告飯作組は、「怠る事実に係
る相手方」として被告適格を有する（この理は、請負契約の相手方となっていない
他の被告らについても同様である。）。
四　被告らの県に対する共同不法行為の成否及び損害額（争点３）について（第七
及び第八工区について）
１　争いのない事実等及び証拠（甲九ないし一五、一八ないし二一、二六、二七、
二九ないし三七、被告ｃ、証人ｅ）並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認め
られる。
（一）　被告らは、富山県入善建設業協会や富山県建設業協会入善支部等に加盟す
る土木工事請負業者であるが、右協会に加盟する土木工事請負業者ら（以下「加盟
業者ら」という。）は、長年の慣行として、公共工事の入札の際に談合を行ってい
た。すなわち、加盟業者らのうち当該公共工事の入札の指名通知を受けた者は、入
札の前日に、入善建設業会館の会議室に集まり、「地元の工事は地元の業者が行
う」等の暗黙の基準に従って、受注を希望する業者が名乗りを上げ、希望する業者
が複数ある場合には話し合って、落札予定業者を決めていた。そして、落札予定業
者は、入札当日に、他の業者が入札書に記載すべき金額を記載した紙片を他の入札
参加者に手渡し、他の入札参加者は右紙片どおりの価格で入札し、その結果、落札
予定業者が、希望どおりの価格で落札していた。なお、入札前日の右会合には、必
ずしも、指名通知を受けた業者全員が集まるわけではなく、落札する意思のない業
者は右会合に参加しないこともあった。ただし、その場合でも、参加しなかった業



者は、入札当日に、落札予定業者から手渡された紙片に記載された価格で入札する
ものと了解されていた。
（二）　公共工事を発注する自治体は、入札を行うに当たり、落札価格の上限であ
る「予定価格」及び下限である「最低制限価格」を設定していたところ、加盟業者
らは、予定価格は、当該工事について算出された「設計価格」から一ないし五パー
セントを減じた額であり（なお、業者により、右減価率の認識は異なってい
る。）、最低制限価格は、予定価格から二〇パーセント減じた額であると考えてい
た。
そして、加盟業者らのうち、当該公共工事の入札の指名通知を受けた者は、受注を
希望する工事については、設計図書を閲覧するなどして工事代金を積算し、これを
もとに予定価格と最低制限価格を予想した。また、加盟業者らの中には、発注者の
担当職員に接触し、当該工事の設計価格を不正に聞き出していた者もあった。
　そして、談合により落札予定業者となった者は、当該工事請負による利益を最大
限にするため、予定価格にできるだけ近い価格で入札していた。
（三）　本件公共工事の入札を所管する魚津農地林務事務所は、各工区の設計価格
に〇・九九五を乗じて予定価格を算出し、予定価格の一〇分の八をもって最低制限
価格としていた。
（四）　加盟業者らは、公共工事は、工事費用に関する項目が民間工事より細か
く、民間工事では計上されない経費が設定され、単価も高く見積もられるために、
民間工事より利益率が高くなること、発注者が官公庁であるため工事代金の支払が
確実であることに加え、工事着手前に工事代金の約四〇パーセントが支給され、残
代金も工事完成後約四〇日以内に現金支給されるため、資金繰りの計画が立てやす
いこと及び公共工事受注の実績が社会的信用となること等の利点があると認識して
いた。そして、加盟業者らの中には、その受注工事の九五パーセント以上を公共工
事が占めている業者もあり、公共工事を利益率が最大になるような価格でできるだ
け多く受注したいという希望をもっていたが、談合をしなければ、公共工事をどれ
だけ落札できるかどうか不安定となる上、落札の確率を上げるためには入札価格を
談合による場合より低くせざるを得ないことから、たとえ落札できたとしても利益
率が低くなってしまい、談合により受注する場合に比して経営が苦しくなるため、
加盟業者らは、長年、公共工事の受注を談合により回し合ってきた。
（五）　本件公共工事のうち、第一ないし第三、第五ないし第八工区については、
前記のような方法で、入札参加者により談合が行われた（入札参加者及び落札者
は、争いのない事実等２（一）のとおり。なお、入札が行われた日は、同記載の締
結年月日と同じ〈乙ロ２〉。）。
　以上の事実からすれば、右各入札に参加した業者らが、いずれも、公正な自由競
争が行われたならばより低額で落札され、発注者である県と落札業者との間で右金
額で請負契約が締結されることを認識しながら、自由競争を排して、あら
かじめ落札予定業者を決め、右以外の者は、落札予定業者が確実に希望の価格で落
札できるように、落札予定業者が指示した入札価格で入札することを協定したもの
であり、これは、右各入札につき、入札に参加した業者らが、共同して、県の財産
権を侵害する不法行為をなしたものといえる。
　そして、本件では、第七、第八工区における入札が問題となるものであるところ
（その他の工区については、適法な監査請求を経ておらず不適法であることは前記
のとおり。）、第七工区の入札については、被告石川建設、被告共和土木、被告桜
井建設、被告杉沢組、被告寺林建設、被告飯作組、被告廣川建設、池原建設、内島
組及び夏野土木工業が、共同して不法行為をなし、第八工区の入札については、被
告寺林組、高田建設、中山組、真岩土建工業、前田組、道又建設、黒隆工業、竹田
建設、ノザワ及び飛島興産が、共同して不法行為をなしたものと認められる。
　なお、本件で、原告らは、第七、第八工区の各入札に参加していない被告らも、
右各入札に参加した被告らと共に共同不法行為者であるとして、損害賠償請求をし
ている。前記のとおり、被告ら全員は、長年の慣行として公共工事の入札につき談
合を繰り返してきたこと及び本件公共工事のうち第五工区の入札において、談合を
した上で実際に入札に参加したことが認められるが、これらの事実によっても、第
七、第八工区の談合について、右各入札に参加していない者も含めた被告ら全員が
共同不法行為者であると認めることはできない。本件における不法行為（県の財産
権侵害の具体的危険性のある行為）は、当該入札の指名通知を受けた者らが、落札
者や落札価格、各入札者の入札価格等について協定し、右協定したとおりの行為を
行うことであると考えられるところ、第七、第八工区の各入札に参加していない被



告らが、右各入札の指名通知を受けた者であることや、右各入札前日の会合に参加
するなどして右のような協定行為をしていたことを認めるに足りる証拠はないし、
他に、右各入札に参加していない被告らが共同不法行為者であると評価しうる事実
を認めるに足る証拠もない。
２　損害額について
（一）　前記のとおり、被告らは、談合による落札予定者が予定価格にできるだけ
近い価格で落札できるように談合していたものであり、談合をしないとすれば、自
由競争となって、談合による場合より入札価格を低くせざるを得ないと考え
ていたのであるから、県は、被告らの談合がなければ、より低い価格で請負契約を
締結でき、現実の落札価格と自由競争下での落札価格との差額の損害を被ったとい
える。
（二）　そして、証拠（甲六の二、一四、一八、二一、二二、二八、三〇、三一、
三三ないし三五、三七）及び弁論の全趣旨によれば、被告らは、本件公共工事をめ
ぐる競売入札妨害被疑事件について、検察官による取調べを受けており、その中
で、談合をしない場合の入札価格については、最低制限価格付近の金額である旨の
供述をしたり、「談合による入札価格より一〇パーセント以上下げる」などと供述
していること、右被疑事件の捜査において、第五工区の入札が自由競争により行わ
れたと想定した場合の入札価格を、落札者以外の入札参加者が算定したところ、四
〇一〇万八三八〇円から三八四七万八一五四円の間となったこと及び本件公共工事
は、同種の内容の工事を施工距離で区切って工区を設定したものであることが認め
られ、これらを総合すれば、本件においては、第七、第八工区の入札についても、
被告らの談合がなければ、少なくとも現実の各落札価格より少なくとも一〇パーセ
ント低い価格で落札されたと推認され、したがって、県は、第七、第八工区のそれ
ぞれの入札において談合した前記被告らの行為により、右金額の損害を被ったもの
と認めるのが相当である。
　この点、原告らは、県の被った損害額は落札価格の二割であると主張する。しか
しながら、本件公共工事の入札においては、最低制限価格は予定価格の一〇分の八
とされていたのであるから、本件不法行為による損害が落札価格の二割であるとい
えるためには、少なくとも、落札者が予定価格と同額で落札していることが必要と
なるところ（そうでなければ、落札価格から二割減じた額での入札は、最低制限価
格を下回り無効となるのであるから、右金額での請負契約締結はありえない。）、
第七及び第八工区において、予定価格と同額で落札されたことを認めるに足りる証
拠はなく、かえって、第五工区における落札価格は予定価格より低いこと（甲三
七）や、前記のとおり、加盟業者らは、実際の予定価格よりも低めに予定価格を想
定していたこと（前記１（二）、（三））こと等に照らせば、本件で、損害額が落
札価格の二割に達することはないというべきである。また、証拠（甲九、二九ない
し三二、被告ｃ、証人ｅ）及び弁論の全趣旨によれば、加盟業者らは、入札の指名
通知を受けた工事について、必ずしもすべて落札受注する意思で入札に参加してい
るものではなく、当該工事現場に対する地理的優位性や工事内容と自己の作業能力
との兼ね合い等に照らして工事を選定し、かつ、それぞれの経営能力に応じた利益
分を加味して入札に臨んでいることが認められるから、本件公共工事の入札におい
て、談合がなされなかったとした場合に、必ずしも最低制限価格で落札されたとは
認め難い。
（三）　本件では、落札価格に消費税分（本件当時、三パーセント）を加えた額が
請負代金額であるところ（甲三七）、第七、第八工区の請負代金額はそれぞれ四五
七三万二〇〇〇円、三一四一万五〇〇〇円であるから（争いのない事実等２（一）
（６）、（７））、落札価格はそれぞれ第七工区が四四四〇万円、第八工区が三〇
五〇万円である。
　したがって、第七工区における談合により県が被った損害額は、落札価格四四四
〇万円の一〇パーセントに当たる四四四万円であり、第八工区における談合により
県が被った損害額は、落札価格三〇五〇万円の一〇パーセントに当たる三〇五万円
である。
（四）　また、本訴において原告らが一部勝訴することにより、県は、本件訴訟追
行に関する弁護士報酬のうち相当額を原告らに支払う義務を負担するところ（法二
四二条の二第七項）、右相当額は、本件事案の内容、前記の損害認容額、訴訟追行
の過程等に照らし、八〇万円であると認める。
　そして、右八〇万円の報酬額のうち五〇万円が、第七工区における共同不法行為
により生じたものとして賠償されるべき損害であり、三〇万円が、第八工区におけ



る共同不法行為により生じたものとして賠償されるべき損害であると認めるのが相
当である。
（五）　したがって、被告らのうち、第七工区における共同不法行為者である被告
石川建設、被告共和土木、被告桜井建設、被告杉沢組、被告寺林建設、被告飯作組
及び被告廣川建設は、県に対し連帯して、上記（三）、（四）の合計額である四九
四万円の損害賠償義務を負い、第八工区における共同不法行為者である被告寺林組
並びに高田建設の承継人である被告ｂ及び被告ｃ（それぞれ二分の一ずつ分割して
承継）は、県に対し連帯して、上記（三）、（四）の合計額である三三五万円（被
告ｂ及び被告ｃはそれぞれ右金額の二分の一である一六七万五〇〇〇円の限度で）
の損害賠償義務を負う。
五　以上のとおり、県は、被告ら（被告若栗土建を除く。）に対し、不法行為に基
づく損害賠償請求権を有しているところ、右請求権は、地方公共団体の財産であり
（法二三七条一項、二四〇条一項）、県が、右損害賠償請求権を行使しないこと
は、「財産の管理を怠る事実」（法二四二条一項）に該当する。そして、指名競争
入札において談合がなされ、不当に請負代金額がつり上げられたことにより県が損
害を被った本件のような場合には、県が右損害賠償請求権を行使しないことは、特
段の事情のない限り、違法であるというべきである（本件では、右特段の事情は見
当たらない。）。
六　以上より、（一）原告らの本件訴えのうち、第一ないし第三、第五、第六工区
の入札について行われた共同不法行為に基づく損害賠償請求を求める訴えは、不適
法であるからこれを却下し、（二）原告らの適法な訴えに係る本訴請求は、（１）
被告石川建設、被告共和土木、被告桜井建設、被告杉沢組、被告寺林建設、被告飯
作組及び被告廣川建設に対して、連帯して四九四万円及びこれに対する訴状送達の
日の翌日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を、（２）被告寺
林組に対して、被告ｂ及び被告ｃと連帯して三三五万円（被告ｂ及び被告ｃについ
ては、それぞれ一六七万五〇〇〇円の限度で連帯して）及びこれに対する右（１）
と同旨の遅延損害金の支払を、（３）被告ｂに対して、被告ａと連帯して一六七万
五〇〇〇円及びこれに対する右（１）と同旨の遅延損害金の支払を、（４）被告ｃ
に対して、被告ａと連帯して一六七万五〇〇〇円及びこれに対する右（１）と同旨
の遅延損害金の支払を、それぞれ求める限度で理由があるから、これを認容し、そ
の余は理由がないからこれを棄却する。
　よって、主文のとおり判決する。なお、仮執行宣言は相当でないので却下する。
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